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── 医薬品の適正使用に欠かせない情報です。必ずお読みください。──

適正使用のお願い

2019 年 6 月

販売提携
製造販売元

5-HT1B/1D 受容体作動型片頭痛治療剤

エレトリプタン臭化水素酸塩錠
劇薬、処方箋医薬品：注意―医師等の処方箋により使用すること

本剤の使用過多による頭痛の対処方法について
（薬物乱用頭痛の対処方法）

本剤により頭痛が悪化することがあるので、頭痛の改善を認めない場合には、「薬剤の使用過多に

よる頭痛」※）の可能性を考慮し、以下の【薬剤の使用過多による頭痛の治療の原則】を参考に投与

を中止するなど適切な対処をお願い致します。（添付文書の「重要な基本的注意」の項を参考）

本剤のご使用に際しては、患者さんへ十分な説明と注意喚起をしてくださいますようお願い申し上げます。

【薬剤の使用過多による頭痛の治療の原則】

① 起因薬剤の中止
② 起因薬剤中止後の反跳頭痛に対する治療
③ 予防薬の投与

参考資料
・慢性頭痛の診療ガイドライン 2013（日本頭痛学会）
・重篤副作用疾患別対応マニュアル　頭痛（平成22年3月　厚生労働省）
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［お問い合わせ先］
第一三共エスファ株式会社　お客様相談室 　  0120-100-601 受付時間：平日9：00～17：30（土・日・祝日・弊社休日を除く）

［夜間・休日　緊急時のお問い合わせ先］
日本中毒情報センター第一三共エスファ受付 受付時間：平日17：30～翌9：00及び土・日・祝日・弊社休日　  0120-856-838

☆�最新の添付文書情報は、PMDAホームページ「医薬品に関する情報」（https://www.pmda.go.jp/
safety/info-services/drugs/0001.html）もしくは弊社ホームページ（https://www.daiichisankyo-
ep.co.jp/）に掲載しておりますので、併せてご参照いただきますようお願い申し上げます。

　なお、PMDAによる医薬品医療機器情報配信サービス「PMDAメディナビ」にご登録いただき
ますと、医薬品の重要な安全性情報がタイムリーにメール配信されます。
　（https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/medi-navi/0007.html）

※）「薬剤の使用過多による頭痛」診断基準*
8.2 Medication-overuse headache (MOH)

Diagnostic criteria:
A.  Headache occurring on ≥15 days/month in a patient with a pre-existing 

headache disorder
B.  Regular overuse for >3 months of one or more drugs that can be taken for 

acute and/or symptomatic treatment of headache
C.  Not better accounted for by another ICHD-3 diagnosis.

8.2.2 Triptan-overuse headache
Diagnostic criteria:
A.  Headache fulfilling criteria for 8.2 Medication-overuse headache
B.  Regular intake of one or more triptans, in any formulation, on ≥10 days/month 

for >3 months.

＊ International Headache Society:Cephalalgia 2018;38（1）:1-211より引用

「薬剤の使用過多による頭痛」診断基準（日本語の参考訳）
8.2 薬物乱用頭痛（MOH）

診断基準：
A. 以前から頭痛疾患を有する患者において、頭痛が1 ヵ月に15日以上ある
B. 1つ以上の急性期または対症療法の頭痛治療薬を3 ヵ月を超えて定期的に乱用している
C. 他に適したICHD-3の診断がない

8.2.2 トリプタン乱用頭痛
診断基準：
A. 8 .2「薬物乱用頭痛（MOH）」の診断基準を満たす頭痛
B. 3ヵ月を超えて、1ヵ月に10日以上、剤形を問わず、1つ以上のトリプタンを定期的に摂取している


